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訪問看護介護システム更新業務 プロポーザル方式実施要項 

 

１ 目的 

  現在、訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所にて使用している既存システム

について、サーバ等のハードウェアの保守期間が過ぎており、今後保守部品の枯渇の恐

れがあるため、更新が必要である。また、ハードウェアの更新に伴い、既存システムが

動作保証対象外となるためソフトウェアの更新も行う。システム更新にあたり公募型プ

ロポーザル方式の実施について必要な事項を定めるものとする。 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

   訪問看護介護システム更新業務 

(2) 業務内容 

  別紙「碧南市訪問看護介護システム更新業務仕様書（以下「仕様書」という。）」

参照 

 (3) 利用期間 

   令和６年７月１日から令和１１年６月３０日まで 

 (4) 更新対象 

   訪問看護介護システム及び関連ソフト 

(5) 納入場所 

ソフトウェアは、碧南市民病院訪問看護ステーションに納入 

３ システムの選定 

本業務のシステムの選定は、公募型プロポーザル方式により行い、提案書及びプレゼ

ンテーションの内容により、職員で構成する訪問看護介護システム更新業務評価委員会

（以下「委員会」という。）においてシステムを選定する。 

４ 参加資格 

(1) 参加資格 

参加申出日において、以下に掲げる条件をすべて満たしていること。 

ア 訪問看護事業所において、訪問看護介護システム及び居宅介護支援システムの導

入実績があること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
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いこと。 

ウ 碧南市契約規則（平成５年碧南市規則第１号）第５条第１項及び第２１条の規定

による競争入札参加資格を有している者で、当該業務に対応する希望営業種目の登

録をしていること。 

エ 参加申出書の提出期限から受託者の決定の日までの期間において、碧南市競争入

札参加停止等措置要領（平成２０年４月１日）第４条の規定による競争入札参加停

止等措置を受けていないこと。 

オ 参加申出書の提出期限から受託者の決定の日までの期間において、「碧南市が行

う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月２７日付け

碧南市長等・愛知県碧南警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこ

と。 

キ ＩＳＭＳ又はプライバシーマークを取得していること。 

ク 導入するシステムに精通したシステムエンジニアが１名以上プロジェクトに参画

できる体制にあること。 

ケ 愛知県内にシステムの保守業務従事者が配置されていること。 

(2) 参加申出 

参加希望者は、上記参加資格等を満たすことが確認できる書類を添えて、参加申出

書（様式第１号）を提出するものとする。 

(3) 参加申出書の提出期限 

令和５年８月２１日（月）午後５時まで（必着） 

(4) 参加申出書の提出方法 

   事前に電話連絡の上、「１０ 対応窓口」に直接持参すること。郵送、電子メール

又はファクシミリでの提出は不可とする。 

 (5) 参加資格確認の通知 

   参加申出者に対し、令和５年８月２３日（水）までに、参加資格確認結果通知書

（様式第２号）により通知するものとする。参加資格が認められなかった参加申出者

に対しては、参加資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。参
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加資格が認められなかった旨の通知を受けた参加申出者は、市長に対して書面により

その理由についての説明を求めることができるものとする。 

５ 質問及び回答 

(1) 質問受付最終日：令和５年９月１１日（月）午後５時 

(2) 質問について 

本案件に関する質問事項は、参加資格を満たす者（以下「有参加資格者」という。）

からの質問のみ受付けることとする。また、質問は電子メールでのみ受付けることと

する。なお、「１０ 対応窓口」に電子メール送付の旨を連絡すること。 

各有参加資格者からの質問に対する回答を取りまとめた上、令和５年９月１５日（金）

午後５時までにすべての有参加資格者に電子メールにて回答する。 

６ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

   Ａ４サイズより大きいサイズの用紙を用いる場合は、Ｚ折りする等の方法により全

てＡ４サイズに収めた上で、以下の書類を提出すること。ただし、提案書については、

両面印刷で頁番号を付記し、３０頁以内に収めるものとする。また、提案書の返却は

行わないものとする。 

ア 提案書（様式第５号） 

提案書には、以下の事項を必ず記載すること。なお、提案書の作成に要する費用

は有参加資格者が負担するものとし、提出後の内容変更は認めない。 

(ｱ) 会社概要 

設立年月日、代表者氏名、資本金、売上高、自己資本比率、賠償責任保険の加

入有無、従業員数（うち技術者数）及び業務内容等について具体的に記載するこ

と。また、業務協力を予定している会社がある場合は、その全てについて同様に

記載すること。 

(ｲ) 導入実績 

訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所での導入実績を記載すること。 

(ｳ) 導入スケジュール 

本稼動までのスケジュールを提示すること。 

(ｴ) 提案システムの特徴 

ソフトウェアの特徴、アピールしたい点や特記事項があれば具体的に記載する
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こと。 

 (ｵ) 障害対策 

各システムの安定性や信頼性を維持するための方法を記載すること。 

また、運用・連絡体制、保守の範囲、障害対応方針（ネットワーク障害やシス

テム障害が発生した場合の対応（発生から対応までの時間等））などを具体的に

記載すること。 

(ｶ) セキュリティ対策 

情報の不正コピー、改ざん、破壊、不正アクセス等、不正処理への対策につい

て記載すること。なお、ＩＤ・パスワード以外で、その他ログイン可能な方法が

あれば記載すること。 

   (ｷ) 保守体制 

     運用・連絡体制、保守の範囲、対応時間などを具体的に記載すること。また、

システム導入に際しての研修計画についても記載すること。 

(ｸ) 自由提案 

上記項目以外で市に提案があれば記載すること。 

(ｹ) 未対応事項 

仕様書の中で、対応できない内容がある場合には、その理由を添えて記載する

こと。 

イ 訪問看護介護システム機能確認書（以下「確認書」という。） 

  確認書は、仕様書の基準に基づき回答欄に記載すること。また、代替案等運用回

避策がある場合については、その概要を備考欄に記載すること。さらに、代替案等

運用回避策をとる場合で費用が発生する場合についても、必要経費を備考欄に記載

すること。なお、追加機能においては、確認書の項目で記載された機能要件以外で

特に秀でる機能がある場合は、確認書の６、発展性の項目内の２の事項に、その概

要と費用が発生する場合の必要経費を備考欄に記載すること。 

ウ 見積書（任意様式） 

見積対象の範囲及び見積条件は、次のとおりとする。見積金額の算出にあたって

は、システム導入・構築費用及び導入初年度を含む５年間の保守費用を算出するこ

と。また、別紙１見積明細書の要件を満たす場合は有参加資格者の見積書などの任

意様式とする。要件を満たさない場合は、別紙１見積明細書を添付すること。なお、
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システム選定後、再度見積もりを依頼することがある。 

 (ｱ) 見積対象の範囲 

ａ システム導入・構築費用（利用料） 

システム（ソフトウェア・関連ソフト・ネットワーク）導入・構築費用、利

用料（使用料） 

ｂ データ移行費用（既存業者が提供するファイルでの移行作業費） 

  既存業者と新規業者が異なる場合、新規業者システムへの既存データ導入に

係る加工費も含めるものとする。 

ｃ カスタマイズ費用 

ｄ 運用回避策等その他費用（発生する場合のみ） 

ｅ 保守費用 

  ソフトウェアに係る保守費用は５年分とする。 

(ｲ) 見積条件 

ａ 利用期間 

システムの利用期間は令和６年７月１日から令和１１年６月３０日までとす

る。（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

ｂ 見積上限額 

１０，３９８千円（消費税込み） 

ｃ 見積書様式 

別紙１見積明細書の要件を満たす場合は任意の様式でも可とする。 

エ 磁気媒体 

(ｱ) 磁気媒体はＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒとする。 

(ｲ) 磁気媒体に収める内容は「ア 提案書」のデータとする。 

(ｳ) 磁気媒体に保存する形式は、Microsoft Office2019 以降で扱える形式とする。

ただし、「１０ 対応窓口」の担当者が別に形式を定めて提出を求めた場合は、

この限りではない。 

(ｴ) 提出された提案書は、有参加資格者に無断で使用しない。ただし、選定を行う

作業に必要な範囲において印刷物を磁気媒体から作成する。 

(ｵ) 実績などを紹介する資料があれば、併せて提出すること。 

(2) 提出部数 
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ア 提案書１５部及び提案書を記録した媒体１枚 

イ 確認書１５部 

ウ 見積書１５部（原本１部、写し１４部） 

 (3) 提出方法 

事前に電話連絡の上、「１０ 対応窓口」に直接持参すること。郵送、電子メール

又はファクシミリでの提出は不可とする。 

(4) 提出期限 

令和５年９月２８日（木）午後５時まで（必着） 

(5) 提案の辞退 

   参加申出書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（任意様式）を提出期限の前日

までに事前に電話連絡の上、「１０ 対応窓口」に直接持参すること。 

７ プレゼンテーション 

(1) 日時及び場所 

令和５年１０月１３日（金）碧南市民病院多目的研修室にて実施する。なお、開始

時間等の詳細については後日連絡する。 

(2) 方法 

プレゼンテーションについては、デモ環境を準備すること。１事業者の提案は３０

分程度以内（デモンストレーションを含む。）とし、質疑は１０分程度以内とする。

プレゼンテーションに要する機器等は、有参加資格者にて準備すること。なお、碧南

市民病院多目的研修室のスクリーンは貸出可とする。また、提案によるシステムの運

用例をプレゼンテーションで実演し、導入後の業務手順を示すこと。 

(3) 費用負担 

プレゼンテーションにおいて利用するプロジェクター、パソコン等の機器について

は、有参加資格者にて準備をすること。また、プレゼンテーションに伴う費用負担は、

各有参加資格者で負担するものとする。 

８ 最終審査及び評価 

(1) 審査及び決定方法 

評価委員会において、各システムの提案書及びプレゼンテーションの内容をもとに、

評価書により評価し、利用システムを決定する。 

(2) 結果通知 
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審査結果は、各有参加資格者に書面により通知する。この場合において、選定され

なかった理由を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内の午後５

時までに書面（様式任意）を「１０ 対応窓口」へ持参して提出すること。なお、回

答についても有参加資格者に書面により通知する。 

(3) 審査に対する異議申立ては受け付けないものとする。 

９ 契約の締結 

本案件は、有参加資格者との契約とする。カスタマイズがある場合は、利用料に含む

又は委託料で別途契約をするかを協議すること。 

１０ 対応窓口 

(1) 担当部門及び担当者名  

  経営管理部医事経営課企画推進係 遠藤 

(2) 連絡先  

  〒447－8502 愛知県碧南市平和町３丁目６番地 

TEL：（0566）48－5050 内線 2511 

E-mail：bijika@city.hekinan.lg.jp 

１１ その他  

   ・提出期限後における提出書類の差替え及び再提出は認めない。 

・提案書に虚偽の事項を記載した場合には、提案書を無効とする。 

・提出書類の記載内容に関する責任は有参加資格者が負うものとする。 

・プロポーザル方式等の選定の終了後、決定者の氏名及び総合点数並びに非決定者

の総合点数を、結果通知日から１年の間、市民病院のホームページで公表するも

のとする。 
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様式第１号(第９条関係) 

プロポーザル方式等参加申出書  

年  月  日  

 

碧南市長              様 

 

住所            

商号又は名称        

代表者名              印 

 

 下記の業務に参加を希望するため必要書類を添えて申し出ます。 

 なお、参加資格要件を満たしていること並びにこの申出書及び添付書類の内容について

は、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

業務名 訪問看護介護システム更新業務 

 

 

 

 

連絡担当者          

所属 

氏名 

電話 

FAX 
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様式第５号(第１３条関係) 

提 案 書  

年  月  日  

碧南市長              様 

 

住所            

商号又は名称        

代表者名              印 

 

下記の業務について、別添のとおり提案書を提出します。 

記 

業務名 訪問看護介護システム更新業務 

 

 

 

 

連絡担当者          

所属 

氏名 

電話 

FAX 

 


